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平成２３年度第２回千葉市入札適正化・苦情検討委員会 議事録 

 
１ 日 時  平成２３年８月２９日（月） 午後１時３０分～午後３時３０分 
２ 場 所  契約課工事入札室（本庁舎５階） 
３ 出席者  （委 員） 

小峰委員長、大迫委員、篠委員、中曽根委員、本橋委員（５０音順） 
（事務局） 
森資産経営部長、小川契約課長、槌谷技術管理課長、米華契約課主幹、 
石井契約課課長補佐、東端契約第一係長 

４ 議 題 
（１）入札・契約制度について 
（２）審議事項 

各入札方式における契約手続の審議 
（３）審査結果に対する意見について 
 

５ 議事の概要 

（１）議事録署名人について 

小峰委員長の指名により、篠委員と本橋委員に決定。 

（２）入札・契約制度について 
事務局から、平成２３年度の入札・契約制度及び入札状況について説明後、質疑応答。 

（３）各入札方式における契約手続の審議について 
本橋委員から、抽出工事５件の抽出理由を説明。 
１ 制限付一般競争入札「千葉市立弥生小学校校舎耐震補強工事」 
２ 制限付一般競争入札「下水道排水施設工事（長洲２３－２工区）」 
３ 制限付一般競争入札「千葉市立本町小学校屋内運動場耐震補強工事」 
４ 指名競争入札「市道千葉寺町７０８号線道路災害復旧工事」 
５ 随意契約「中央赤井町線舗装改良工事」 

事務局から入札方式ごとに各工事を説明後、委員会で審議。 
（４）審査結果に対する意見について 

小峰委員長から、各委員ととりまとめた平成２２年度の審議結果についての報告。 

（５）次回の審議対象抽出委員について 

小峰委員長の指名により、大迫委員に決定。 
 

６ 会議経過（発言の要約） 

 
（２）入札・契約制度について 

 
○小峰委員長  事務局から、説明をお願いします。 
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○米華契約課主幹 （入札・契約制度について説明） 
 

質疑・応答 
 
○小峰委員長  事務局の説明に対して、何か質問・意見等ございますか。 
 
○篠 委 員  東日本大震災に伴う災害復旧工事等に関する特例措置についてですが、

千葉市でもその適用を受ける工事は発生する予定なのでしょうか。 
 
○小川契約課長  本市におきましては、今回の地震によりまして美浜区が災害救助法の適

用を受けております。また、道路、下水道等が広範囲にわたって被害を受

けておりますが、これらの復旧工事でおおよそ１００件程度の工事が発生

する予定であり、すでに６月から発注が始まっています。 
 
○本 橋 委 員  低入札価格調査制度の調査基準価格の現場管理費を７０％から８０％に

見直しされていますが、その理由として、国の制度が変わったことを受け

て千葉市も変更したということだと思いますが、国は地方公共団体に適切

な見方で行うよう要請したうえで市に通知を送っていると思いますので、

８０％という設定が千葉市にとって適切なのかどうかという判断はどのよ

うに行われたのかということについて、その経緯を教えてください。 
          つまり、国の基準をそのまま千葉市に適用して、それが千葉市として妥

当であるという判断が行われて改正となったと思うのですが、その判断根

拠はどうなのかというところです。 
 
○米華契約課主幹  国の全国的なデータの分析に基づく基準に準拠し本市も割合を定めてい

ることから、妥当な基準であろうと考えております。また、他の政令市や

自治体でも国の基準を採用しているところが多数あります。 
 
○本 橋 委 員  わかりました。 
 
○小峰委員長  東日本大震災に伴う災害復旧工事の特例措置で入札契約期間が６週間短

縮されるとのことですが、工事規模の大小により短縮する幅に違いがある

のでしょうか。平均で６週間なのでしょうか。 
 
○小川契約課長  今回、１億円未満の災害復旧工事につきましては指名競争入札で、低入

札価格調査制度と総合評価落札方式は適用しないという形になっておりま

して、この場合ですと２週間になります。現行で一番かかります総合評価

落札方式を適用した場合、期間が８週間かかりますので、その８週間から
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２週間を引いたものです。 
 
○小峰委員長  他に質問が無いようですので、次の審議事項に移ります。 
 
（３）各入札方式における契約手続の審議について 
 
○小峰委員長  はじめに今回の案件の抽出者であります本橋委員から、各工事の抽出理

由の説明をお願いします。 
 
○本 橋 委 員  制限付一般競争入札の案件１は、総合評価落札方式で執行し、予定価格

事後公表の案件であり、申請業者が少数で、低入札調査対象者が落札した

案件であるため。案件２は、総合評価落札方式で執行し、大手選定案件で、

入札金額が低い業者を逆転した案件であるため。案件３は、総合評価落札

方式で執行し、共同企業体施工案件で、申請業者が少数で落札率が９９．

９９％の案件であるためです。 
指名競争入札の案件４は、災害復旧工事として指名競争入札で執行し、 

同値で落札率が１００％の案件であるためです。 
随意契約の案件５は、東日本大震災の影響により一部未施工となってい 

た工事の残工事であるためです。 
 
○小峰委員長  それでは、案件１から３までの制限付一般競争入札について、事務局から

説明をお願いします。 
 
○石井契約課補佐 （案件１～３についての発注経過を説明） 
 

質疑・応答 
 
○小峰委員長  まずは、案件１についてお願いします。 
 
○本 橋 委 員  今年の４月から６月の間で低入札価格調査対象となった２１件のうち、 

調査の結果、唯一履行可能と判断された案件であるということから、低入 
札調査が適正に行われたのかということを検討の趣旨として工事の案件を 
抽出させていただいております。通常は低入札調査対象となりますと、な 
かなか履行可能と判断されずに履行困難と判断される傾向にあると聞いて 
おります。この案件は２者のみ参加ということもございますが、１者の調 
査に対して適正に低入札調査が行われたのかということについて検討をし 
たいと考えております。    
具体的には、従前、この低入札調査制度が始まったときに提出資料などに
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ついて、ご説明いただいておりますけれども、そもそも低入札調査時の提出

資料というのは、いまでも妥当性をもっているのかどうかということをまず

確認させていただきたいと思います。 
 
○小川契約課長  本市の低入札調査は、提出された調査報告書を基に、工事担当部課長等 

の審査委員が低入札価格調査マニュアルに沿って、契約内容に適合した履 
行が可能か否かを審査いたしまして、必要に応じて、業者の責任者からヒ 

アリングを実施しております。また、調査報告書の不備あるいは書類作成 

要領に従って書類が作成されていない場合は、審査を中止しております。 

これらの結果、審査委員長より、契約の内容に適合した履行が可能・不 

可能の意見を受けるところです。最終的に落札者として決定する場合は、 

必要に応じまして、本市発注の成績状況、経営・信用状況を調査したのち 

に決定しているところでございます。 

 
○本 橋 委 員  いまのご説明ですと、千葉市としての調査におけるマニュアルが整備さ 

れていて、それに沿った形で適正な調査を行っているということで、この 
低入札調査の適切性というものは担保されていると確認できました。 

また、時代とともに入札制度自体も変わりますが、マニュアルの妥当性 
がどうなのかということについては、定期的に見直しを行っていただきた 
いと思います。 

 
○本 橋 委 員  もう一つ質問ですが、過去に低入札調査ということで対象になった案件 

で履行可能と判断した事例がいくつかある訳ですが、その案件についての 
完成工事の評価というのはどうだったのかということを確認したいと思い 
ます。ここで何が確認したいかというと、千葉市として低入札調査となる 
基準を下回ると工事の成績評定点が平均点より下回ったり、契約内容に適 
合した履行が行われないおそれから、公共工事の品質確保という目的によ 
って、この算定式が定められているものと理解しておりますが、では、実 
際に低入札調査を行ったうえで契約した案件について、過去の実績として 
完成した工事の評価についてはどうだったのかということを確認させてい 
ただきたいと思います。 
 

○小川契約課長  過去の低入札調査実施に対する契約件数につきましては、今年度はさき

ほど本橋委員が言われましたとおり、２１件実施いたしまして、契約に至

ったのは１件でございます。平成２２年度につきましては、５８件実施し

ておりまして、そのうちの契約に至ったものは９件でございます。この９

件の工事成績の平均点は７７点となっておりまして、品質は確保されてい

るのではないかと考えております。 
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○本 橋 委 員  ７７点というのは、千葉市の平均からすると高いのですか。 
 
○東端契約課係長  標準的な工事と判断される点数のなかでも、上位の点数となります。 
 
○本 橋 委 員  結果的には、低入札調査によって工事品質が保たれるような制度になっ 

ているという、こういう理解でよろしいのでしょうか。 
 

○小川契約課長  はい。 
 
○大 迫 委 員  失格理由で、技術提案時の配置予定技術者と入札書の技術者が合致して

いないということなのですが、技術提案と入札書は同時に提出されるので

はないですか。 
 
○東端契約課係長  配置技術者を提出するタイミングは２回あります。まずは総合評価落札

方式の技術提案書を提出する際に、Ａさんを配置しますという書類を提出

します。さらに入札書を提出する際に、Ａさんを技術者としてこの工事に

配置しますというものを提出します。これらが同一の技術者ではなく異な

っていたということです。そもそもＡさんで総合評価の点数を計算してい

るのにＢさんをこの工事に配置しますというような書類を提出したので失

格となります。 
 
○中曽根委員  総合評価落札方式結果調書でマイナス評価となっているものがあります

が、あまり過去にマイナスという表記はみていないかと思いました。事故

及び不誠実な行為の項目でのマイナスが出たというのはどのようなもので

しょうか。 
 
○東端契約課係長  構成員のうち代表構成員の方が、過去に施工した工事におきまして工事

関係者事故を発生させております。その関係でマイナス点となっておりま

す。 
 
○中曽根委員  それは、入札ができない期間があったということですか。 
 
○東端契約課係長  工事関係者事故により指名停止を受けた期間があることからマイナスと

なっています。 
 
○本 橋 委 員  この案件は、前年度から千葉市で試行しております予定価格の事後公表 

ということで、千葉市でも実績等の集計あるいは分析を行っておりますが、 
近年の厳しい経済環境下では、入札に際し積算能力の低い業者では、従来 
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の予定価格を事前公表する場合に比べて、落札する可能性というのが低く 
なるということもあると思われ、不正な情報入手リスクは高まると一般的 
には思われます。そのようななかで他市では、最近、市の職員により業者 
に公表されていない価格の漏えいという事件が発生していますが、千葉市 
における情報漏えいの取り組みについて、ここで再度確認をしておきたい 
と思います。 

 
○小川契約課長  情報漏えいへの取り組みですが、究極的には職員のモラルによるところ

が多いわけですが、平成２２年の６月に職員倫理条例を制定いたしまして、

具体的には遵守事項ですとか贈与・飲食の禁止などですが、これによりま

して各職員に対するモラルというものを求めているものです。さらには千

葉市職員からの公益通報制度もありまして、これによりまして違法行為の

内部通報制度など各種対策を講じているところでございます。また、適宜、

部長通知という形でコンプライアンスの徹底について、各職員に注意喚起

を行っているところです。 

 また、現実に機密が漏れるということについてですが、業者と接触する 

機会が多いですとか、予定価格を知り得る機会ですとか、こういうことが 

一つの要因になると考えられます。本市におきましては、なるべく価格を 

知り得る者、知る機会というものを減らしていこうと取り組んでおりまし 

て、例えば、入札参加資格等審査会委員の構成人数を１４人から１０人に 

減らしております。また、審査会でも設計金額の説明単位というものを百 

万円単位と細かく説明していたものを一千万単位で説明するという形で、 

価格的にも類推されにくい形で説明するなどして、不正防止に取り組んで 

おります。 

 

○本 橋 委 員  わかりました。 
 

○大 迫 委 員  予定価格の事前公表というのは、例えば予定価格があらかじめ漏れたと 
いうようなことがあって、それを防ぐために事後公表ではなくて事前公表 
にしましょうという経緯があったと思いますが、それが今度は、国交省の 
指導もあると思うのですが、ある一定の実施期間があって、今度は予定価 
格は事前公表しないで事後公表にしますという運用をここ１年くらいは３ 
分の１程度の案件で実施していますが、この両方あるというのは、どうい 
う状況なのか、理解しづらいという感じがします。３分の１は事後公表、 
３分の２は事前公表と両方あることがより良いという理解なのか、ご説明 
をお願いします。 

 
○小川契約課長  ご指摘のとおり、不正行為が発生するリスクをなるべく減らそうと事前
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公表に舵を切った経緯がございます。しかし、事前公表ですと、業者の積

算能力が損なわれてしまうおそれなどがあることから、職員のコンプライ

アンス意識の強化等の策を取りつつ、業者の積算能力を生かしていくとい

う、両方睨みながら試行している状況です。 
 
○大 迫 委 員  工事発注時点では、予定価格が事前公表なのか事後公表なのかというの

は、わからないということですか。 
 
○米華契約課主幹  入札公告のときにわかります。事前公表の場合は公告に予定価格が公表

されますし、事後公表の場合は落札決定後に公表ということで表示されま

すから入札公告を出した段階でわかります。 
 
○大 迫 委 員  公告してから入札までの期間が非常に短いから、何とかクリアーできる

のではないかという理解なのでしょうか。ある部分が事前公表である部分

は事後公表というのは非常に理解しづらいと思うのですが。 
 
○森資産経営部長  予定価格については、平成１５年から事前公表で行っていますが、これ

は官製談合防止法が施行されたこともあって、今回、３分の１程度を事後

公表にして、試行で実施してみたところです。国からの指導もありますが、

近年、社会経済情勢が悪化するなかで業者同士の競争が激しくなって、低

入札が増えてきていますが、予定価格が明らかになれば低入札調査基準価

格や最低制限価格も類推しやすい面がありますので、３分の１を目安に試

行で行おうということで、平成２２年度から試行実施していますが、デー

タをいま積み重ねている最中でございます。本来的には、予定価格という

のは明らかにせずに、設計書を基に業者が適正に積算すべきものだと考え

ておりますので、試行の結果を見ながら徐々に拡大する方向で考えていま

す。また、全国的にもそういう流れになっております。 
 
○大 迫 委 員  事後公表を多くすべきであるという理解の下なのですね。また、コンプ

ライアンスを保つ手段が必要ということですね。 
 
○本 橋 委 員  入札契約におけるコンプライアンスの徹底に関する部長通知のなかで、 

「決裁書類等は関係職員以外の目に触れないよう厳重に管理すること。」 
とあるのですが、予定価格等について知り得た職員が、口外しないなどは 
倫理感の問題だと思うのですが、書面や作成したデータ等はどのように保 
管されているのか、特に作成データについて閲覧がどのような形で制限さ 
れて、積算者以外の目に触れないようになっているのか教えいただきたい 
と思います。 
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○森資産経営部長  まず設計図書ですが、工事発注課の設計者でないとアクセスできないよ

うパスワードを使っていますので、アクセスできない形になっています。

それから、パソコンで設計したものを打ち出して、決裁するのですが、予

定価格のところには付箋を貼って目に触れないようにするとか、保管につ

いては必ず鍵をかけ、鍵の管理もきちんと行うように指導しながら、情報

が漏れないよう気をつけております。 
 
○本 橋 委 員  そうすると、リスクとしては、たまたま目にしたということを発端にし

て情報が漏れる可能性もなくはないということですか。 
 
○森資産経営部長  それは、ないとは言い難いですが、最終的には職員のモラルの問題です

が、できるだけそういう情報を目に触れさせない努力を所管課、契約課、

総務部なりの指導の下に通知文書等を出していきたいと思います。 
 
○小 峰 委 員 長  予定価格はどのように作っているのですか。入札の当日に作成しているので

すか。 
 
○小川契約課長  入札当日に予定価格書を作成しています。 
 
○小 峰 委 員 長  書類的なものについては、いま説明があったような保管体制を取っていると

いうことですか。 
 
○米華契約課主幹  関係ない職員が通りがかりで目にするということはほぼないかと思いま

す。違う課の職員がわざわざ閉じられている決裁関係書類を開くことはな

いかと思います。 
 
○本 橋 委 員  さきほど、言われていたように職員のモラルの問題が一番だと思います。 

入札制度はいろいろ変わりますが、変わらないのはやはり携わる人の倫理 
観というのが一番求められると思いますので、適正な入札については、担 
当職員の姿勢を特に重視していただきたいと思います。 

 
○小 峰 委 員 長  他に質問が無いようですので、案件２についてお願いします。 

 
○本 橋 委 員  抽出した大きな理由としましては、経営事項審査の総合評定値を入札参 

加資格に求めて設定していますが、この総合評定値を入札参加資格要件に 
することの意義についてここで検討をしてみたいということで抽出しまし 
た。まず、総合評定値を入札の参加資格要件で工事ごとに区分して設定し 
ていますが、その意義を確認させていただきたいと思います。 
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○小川契約課長  経営事項審査の総合評定値につきましては、経営規模・経営状況を審査

するとともに、その企業の技術力等を審査しているものでして、それらを

数値化したものということから一定の目安になるものと考えております。

なぜ、総合評定値を要件にしているかということですが、国におきまして

は、一般競争入札における入札参加資格要件としましてこの総合評定値を

参考として設定されているということから、本市におきましても準用して

おります。 
 

○本 橋 委 員  発注工事ごとに要件、総合評定値を設ける場合には、千葉市の独自の基 

準があるというよりは、国の基準に準じた形でやっているという理解でよ 

ろしいですか。 

 

○小川契約課長  はい。参考にしたうえで実施しております。 
 
○本 橋 委 員  総合評定値の正確性というものが、どこまで千葉市において検証がされ 

ているのか、あるいは総合評定値が本当にその会社の実態を表しているの 

かどうかについて千葉市における検討というものはどこまで実施されてい 

るのか教えてください。 

 
○小川契約課長  はい、本市で独自に検証というのは行っていないのですが、総合評定値

につきましては、建設業法等に基づき国土交通大臣又は都道府県知事が数

値を算出するものであるので、正確な数値として捉えております。 
 
○本 橋 委 員  いろんな会社があります、財政状況が厳しい会社も相当数あります。そ 

のため評定値を下げたくないために粉飾したり等、いろいろ不正な記載が 
生じるリスクもあるだろうと思われます。そういうデータを要件として設 
定することが、適正な要件設定といえるものなのかどうかと思い、ここで 
挙げさせていただきました。 

 
○米華契約課主幹  可能性としては否定しきれない部分があるかもしれませんが、もし、そ 

れが虚偽の内容で粉飾した結果であるとして明らかになった場合には、そ 
の業者は建設業法上のペナルティが当然科せられて全国の自治体に通知さ 
れることになるものと思います。 

 
○本 橋 委 員  もしそれが仮に粉飾したものであるということが明らかになって、その 

        業者は、それから先の入札はいろんなところで参加できなくなると思うの 

        ですが、過去の粉飾したデータで認められた工事についてはどういう取扱 

        いになるのですか。それはもう完成し工事成績もいいから、それはそれで 
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        いいということなのでしょうか。 

 
○米華契約課主幹  事例はないですが、個別に検討することになろうかと思います。 

 
○本 橋 委 員  経営事項審査結果通知書における一定値以上の総合評定値について、千 

葉市建設工事等入札参加資格要件設定に関する事務取扱で、総合評定値は、 

工事担当課の方で難易度の高い技術力または高い施工能力が求められる建 

設工事と判断して、契約課に依頼する案件が設定される取り扱いだと思い 

ますので、委員会としては工事担当課の判断というものがより客観性があ 

るものであってもらいたいと思います。工事担当課での判断が適正かどう 

かの担保をどうしているのか強く意識いただいたうえで、入札を行ってい 

ただきたいと考えます。 

 
○小 峰 委 員 長  総合評価の結果調書で、同種工事の施工実績ですが、参加共同企業体のなか

で０点というのがありますが、工事の実績はないということですか。 
 
○東端契約課係長  はい、本工事の総合評価で評価する同種工事の施工実績は、泥水推進工

（径８００ミリ以上で４０Ｒ以下の曲線施工）ですが、たまたまそういう

実績を出してこなかったためだと思われます。 
 
○小 峰 委 員 長  他に質問が無いようですので、案件３についてお願いします。 
 
○本 橋 委 員  共同企業体方式での発注というものが、千葉市においてもつ意味がどう 

なのかということをご検討いただきたいと思い、抽出しました。単独とす 
るか共同企業体とするかということは、千葉市においてどのような効果が 
あるのか、メリット、デメリットの測定というのはどのような形でおこな 
われているのかというのもご検討いただきたいと思います。まずは共同企 
業体を適用する意義について伺いたいと思います。 
 

○米華契約課主幹  共同企業体取扱要綱によりますと、土木・建築・舗装は設計金額１億円

以上のもの、また管工事と電気工事につきましては設計金額が５千万円以

上の工事を対象として共同企業体で発注しております。 
 
○小 峰 委 員 長  １億円以上にしたという、何か当時の根拠はあるのですか。 
 
○米華契約課主幹  それ以前は２億円以上ということだったと思うのですが。 
 
○本 橋 委 員  さきほどお話しした事務取扱ですと、施工方式のなかで、施工方式は単 
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独施工方式または共同企業体による共同企業体施工方式とありまして、千 
葉市特定建設工事共同企業体取扱要綱第３条に規定する設計金額とすると 
書かれています。昭和６３年の施行から現在の平成２３年ですので、同じ 
ような設計金額で継続してきているのか、あるいは定期的に何らかの見直 
しが行われて、現状の経済環境等の実態に合ったような形で単独とするの 
か共同企業体とするのか、検討はされているのでしょうか。 

 
○小川契約課長  公共工事の件数自体が減っている状況があり、こういったなかでなるべ

く多くの地元業者が技術力を向上させるとともに、受注の機会を確保でき

るように設定金額を下げているという趣旨はあります。 
 
○小 峰 委 員 長  本件工事の請負者の出資割合はどうなっていますか。 
 
○米華契約課主幹  代表構成員が７０％、その他構成員は３０％となっております。 
 
○森資産経営部長  平成２１年の４月に共同企業体取扱要綱を改正して、土木や建築等につ

いては２億円以上を対象としていたものを１億円以上としました。これに

ついては一つには、経済情勢等で公共工事がずっと縮減してきたというこ

とと、競争が激化して受注機会の確保に迫られるということで、いわゆる

技術結集、市内業者でＡランクの上位の会社から下位の会社にも技術移転

や技術を結集して受注の機会を確保しようということで、大きな不況の波

がありましたので、２億円から１億円に引き下げた経緯がございます。 
 
○大 迫 委 員  この案件は事前公表案件だと思いますが、落札率が９９.９９％となって

いますけど、入札する時点で１者しかいないということが分かったから、

非常にぎりぎりの状況でクリアーできる条件が整ったという感じがするの

ですが。 
 
○米華契約課主幹  電子入札ですので参加者が一堂に会することはありません。そのため、

入札時に１者しかいなかったということが分かる状況ではなく、ほかにも

競争相手がいるだろういうことになります。 
 
○小 峰 委 員 長  入札参加数というのは公表してないのですか。 
 
○米華契約課主幹  落札決定してからでないと公表していません。 
 
○小 峰 委 員 長  そうすると、入札参加数とかは電子入札だから分からないということで 

すか。 
 



 １２ 

○大 迫 委 員  そうすると、かなりコンプライアンスの問題が懸念される案件じゃない

かという感じがします。 
 
○小川契約課長  入札時点では自分たち１者しかいないというのは分かりません。ほかに

も当然参加者がいるだろうと想像してくるというのがさきほどの説明です。 
 
○大 迫 委 員  とすると、これでもちょっとでも下がったところがあったら、取れなく

てもいいと考えたのですか。 
 
○小川契約課長  何者参加して来るかが分からない状況での入札ですので、積算をして、

入札してくるわけですがこの案件は、たまたま落札率が９９．９９％とな

りまして、１００％に近く、どういうことなのかという疑問になると思い

ますが、入札過程においては、ほかに参加者がいないとは分かりません。

あくまでも、施工条件等を見ての積算ではないかと考えております。 
 
○中曽根委員  総合評価落札方式ですと、公告をしてから技術提案を出すまでの準備期 
        間というのは、入札参加申請者が共同企業体に限定されていなければもっ 

と短い期間なのでしょうか、同じなのでしょうか。共同企業体案件の場合、 
その都度、あらためて共同企業体を作らないといけないわけですが、それ 
だけの準備期間はあるのでしょうか。 

 
○東端契約課係長  共同企業体案件と単独案件の入札参加申請期間及び公告から技術提案を

出すまでの期間は同じです。例えば一般競争入札の入札参加申請期間は、

共同企業体でも単独でも原則月曜日から金曜日となっています。 
 
○中曽根委員  さきほどできるだけ多くの業者にと言われていたので、まったく期間も

同じというのはどうなのでしょうか。 
 
○小川契約課長  できるだけ多くの業者というのは意味合いが異なりまして、公共工事が

少なくなってきているなかで、技術習得等のため、なるべく多くの受注機

会を確保させたいという思いで、共同企業体とする対象金額を引き下げて

きたものです。 
 
○中曽根委員  では、多くの業者に共同企業体を作る機会を設け、それで入札せよとい

う趣旨ではないということですか。 
 
○小川契約課長  はい。 
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○小峰委員長  他に質問がありますか。 
無いようでしたら、続きまして案件４の指名競争入札について、事務局

から説明をお願いします。 
 

○石井契約課補佐 （案件４についての発注経過を説明） 
 

質疑・応答 
 
○本 橋 委 員  災害復旧で指名競争という案件ですが、業者の指名の恣意性というのを 

どのように排除して、公正かつ適正に指名が行われているのかを再確認さ 
せていただきたいと思い抽出させていただきました。 

まず、５者を指名する千葉市としての明確なルール、抽出が適正に行わ 
れているということについての説明をお願いします。 

 
○小川契約課長  指名に関しましては、千葉市建設工事等指名業者選定基準のほか、東日

本大震災に伴う災害復旧における競争入札実施の特例要綱によりますが、

具体的には、一般競争入札の入札参加資格要件を設定する際と同様に等級

別発注制限基準や入札参加資格要件設定に関する事務取扱に準じて、地区

要件、格付等級、施工実績等を勘案し指名していますので、適正と考えて

おります。 
 
○本 橋 委 員  具体的には、５者というのは、特定に選んだというよりは、ランダムな

名簿のなかから選んでいるということでよろしいのですか。 
 
○米華契約課主幹  指名の場合は、工事場所と業者の所在地という地域性を考慮することが

あります。本案件は、その地域性を考慮しながら指名しています。指名審

査調書を見ていただいてもそのようになっております。 
 
○中曽根委員  指名の者数というのは、決まっていないのですか。 
 
○米華契約課主幹  金額に応じて決めております。 
 
○大 迫 委 員  指名審査調書を見ていただくと、業種別最高実績で官・民とありますが、

官というのは自治体の実績で民は民間の実績かと思ったのですが、３者が

官の実績がなく、２者が官・民とも実績があるということで、入札調書を

見ると入札に残ったのはこの２者だったということになりますけども、辞

退・失格の３者にも指名する動機というのはあるのでしょうか。 
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○本 橋 委 員  過去の実績からすると官の工事をやっていないのに、これで指名を受け

るのかということと、可能性が少ないところをなぜ指名するのかというこ

とですよね。 
 
○米華契約課主幹  そういう結果になっていますけども、官がないからといって受注するこ

とがないとは必ずしもいえないと思います。民間でも実績があれば、対象

としていくということです。 
 
○大 迫 委 員  災害復旧で急ぐというということであれば、場合によっては随意契約と

いう判断もあったと思います。そこまで急がないということだったのでし

ょうか。 
 
○米華契約課主幹  緊急の工事で応急復旧的なものは被災直後に実施済みですので、最低限

必要なところをやった上で本格復旧をするものが今回の災害復旧工事です

ので、随意契約しなくてはならない理由には該当しないということで、指

名としております。 
 
○本 橋 委 員  指名業者の選定理由で５者を指名しますというのが千葉市の規定のなか

であり、５者を指名しているから競争性は確保されているというものがあ

るとは思うのですが、ただし、内容を見ると辞退が２者、失格が１者です

が入札書未提出は実質辞退と同じと整理すると、事実上２者での競争だっ

たことになり、実質的には５者の競争がされていないのではないかという

こともいえるのではないかと思うわけです。指名はしたけど実際競争した

のは２者だけなので、実態としては２者競争なのかと思いますし、業者指

名の恣意性というのは排除しなければならないですが、一方で競争性の確

保という意味では、実質的に入札に参加する業者を確保しなければならず、

入札に必ず参加するような業者への指名というのが可能であるならば、競

争が本当に成り立つのであろうと思いますが、そういった考え方、取り組

みというのはあるのでしょうか。 
 
○米華契約課主幹  公平な入札という観点からは、施工実績のある業者から千葉市の入札参

加状況の有無によって選別することは困難であり、結果的に辞退が発生す

ることは避けられません。 
 
○本 橋 委 員  他に指名を受けたいと思っていた業者の受注機会を減らしたという意味

もあるのかと思いますので、やはり、入札参加意思の有無を公正に恣意的

にならないような形で確保するのか検討していかなければいけないことな

のかと思います。 
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○森資産経営部長  舗装のＢランク業者が数十社あるなかで、なぜこの５者を選んだのかに

ついては、一つには地域性であり、出来るだけ工事場所に近い業者を選ん

でいます。指名審査調書のなかに指名回数というものがありますが、これ

は一般競争入札に申し込んできた回数も含まれていますので、官の実績が

なくても受注機会の確保を求めて入札に参加している場合もあります。つ

まり受注意欲は旺盛だけどもたまたま落札できていないというようなこと

が言えるのではないかと思います。 
 
○本 橋 委 員  わかりました。結局、参加意欲がある業者が選ばれているということで 

すね。 
 
○小峰委員長  他に質問がありますか。 

無いようでしたら、続きまして案件５の随意契約について、事務局から

説明をお願いします。 
 

○石井契約課補佐 （案件５についての発注経過を説明） 
 

質疑・応答 
 

○本 橋 委 員  この案件の概要ですが、まず、他者による工事契約があり部分完成をも

って、その当初の契約内容を変更して工事終了とした。そして、残った部

分の残工事を他者に随意契約として契約したという案件です。この工事契

約がそもそも随意契約で他者と締結することが千葉市にとって適切であっ

たのかということについて検討を行いたいと思います。 
そもそもこの案件の工事は、千葉市が当初債務負担行為で行っていた工 

事であり、債務負担行為で受けた先が、震災が起き３月末までの工事が終 
わらないということになったので、工事の内容を一部変更して終わってい 
るところまでで終わりにした。残りの工事については随意契約にしたとい 
う案件ですが、通常はやむを得ない理由により資材調達が困難ならば、調 
達するまで待ったうえで、工事を完成させて千葉市に引き渡すというのが 
一般的な契約行為だと思うのですが、なぜ契約内容を変更して工事を分割 
しなければならなかったのか。そもそもこういう取引行為が妥当だったの 
かということを検討いただきたい。 

 
○小川契約課長  市が債務負担行為を設定しまして、千葉市都市整備公社というところに

委託して行った工事です。ただし３月１１日に震災がおきまして、その結

果、工事の最終工程におきまして表層工の工事のところまで来ていました

が、この表層工の工事に必要なアスファルト合材が調達できないような状



 １６ 

況になってしまいました。通常でしたら工事延期だと思いますが、委託を

受けていた都市整備公社が平成２３年度から公共施設の整備事業は行わな

いと決まっておりましたので、ひき続き公社に委託できない事情がありま

した。そこでやむを得ず、工事をいったん打ち切りにしまして、随意契約

としたという状況です。 
 
○大 迫 委 員  随意契約となると予算的には平成２３年度予算になるのですか。 
 
○小川契約課長  予算は平成２３年度予算です 
 
○大 迫 委 員  明許繰越か事故繰越にて対応できたのかも知れない感じがするのですが。 
 
○小川契約課長  元工事を市が発注していれば、その場合は明許繰越、事故繰越と市の予 

算としてできるのですが、本工事については元の工事を市が債務負担行為 
を設定しまして、都市整備公社で市に代わって工事を実施するということ 
になっておりました。そのため、制度上、明許繰越や事故繰越の手続きを 
とることができないものです。 

 
○大 迫 委 員  協定とかそういうものなのでしょうか。 
 
○小川契約課長  市が債務負担行為を設定しまして、１０年後に都市整備公社から買い取

るとの約束の下、都市整備公社が金融機関からお金を借り入れて工事を行

っているということです。 
 
○本 橋 委 員  千葉市の外郭団体という特殊性があったと思われますが、一般の会社の

場合の取扱いはどうなるのか。千葉市の一般的な取扱いに対して今回のこ

とはイレギュラーではなかったのかどうか、ということの確認をさせてい

ただきたいと思います。今回の案件についてはいったん発注したものを都

市整備公社の事情により変更して、残りの工事を都市整備公社が契約して

いた者と随意契約を結ぶというイレギュラーな工事だったと思うのですが、

それが適正だったというのはどのような形で判断されて行われたのかを確

認させてください。 
        
○米華契約課主幹  １者に随意契約したのがよかったのかどうかということかと思うのです

が、例えば、道路の継ぎ目に段差が生じてしまっていたとした場合、かし

担保責任をどこに求めるかということなのですが、路盤と基礎工事をすで

に施工し、この表層の部分を違う業者が施工したとなると、段差が原因で

事故等が起きてトラブルとなったときに、どちらの責任になるのかという
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ことが分からなくなるので、一本化させるために当初からの業者にひき続

き行わせるという方法をとっております。 
 
○小川契約課長  ちなみに公共工事における随意契約のガイドラインというものを設けて

おりまして、そのなかで前工事と後工事ということが一体の構造物である

場合に、前後で施工者が異なる場合は、かし担保責任の範囲が不明確にな

る等密接不可分な関係にあって、一貫した施工が技術的に必要とされる場

合は、随意契約による取扱いによることもできるものとして、ガイドライ

ンによって定めております。 
 
○本 橋 委 員  工事の施工方法としては、当初の施工業者に行ってもらうのが一番好ま

しい、それは良くわかります。ただ、おおもとの債務負担行為の相手先が

都市整備公社で、都市整備公社の事情で一部契約内容を変更し、都市整備

公社の契約先の者と市の方で随意契約を結んだと、こういう取引ですね。 
 
○小川契約課長  はい。 
 
○本 橋 委 員  都市整備公社という千葉市の外郭団体だからというところで、こういう

特別とも思える取扱いが行われたのではないか、それが不正ではないのか

と、あるいは適切さに欠けるのではないかということを言われないために、

発注の経緯等の整理はしっかりしていく必要があるのではないかというこ

とが、言わんとしている趣旨です。 
 
○小峰委員長  これは一度工事が終わってからは、供用させているのですか。 
 
○槌谷技術管理課長  供用されています。 
 
○小峰委員長  再度の工事のためにどの位の範囲をとめているのですか。 
 
○槌谷技術管理課長  片側通行となります。 
 
○小峰委員長  道路としては、重要幹線なのですか。 
 
○槌谷技術管理課長  はい。中央赤井町線ですので幹線となります。 
 
○小峰委員長  では早く終わりにするということも含めて、当初の業者というのも考え 

られるということでよろしいですかね。 
他に質問がありますか。 
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無いようでしたら、以上で各入札方式における契約手続の審議を終わら

せていただきます。 
 
（４）審査結果に対する意見について 
 
○小峰委員長  これで本日の委員会の審議を終了させていただきます。 

なお、最後になりますが、平成２２年度の審議結果を事前に各委員と検

討し、とりまとめましたので、事務局から読み上げてください。 

 
○小川契約課長  千葉市から抽出案件の説明を受け審議を行った結果、入札及び契約に係 

る事務は、適正に処理されていることが認められた。ただし、入札結果か 
ら検証すると、制限付一般競争入札において参加者が少数であることや、 
指名競争入札において辞退者が多いなど今後の検討課題となる案件もあっ 
た。 
なお、予定価格の事後公表の試行対象案件については、事前公表案件と 

比較すると、入札金額に幅が生じ低入札調査基準価格や最低制限価格近辺 
での入札が減少したり、不調案件が増加したりするなど、入札結果に様々 

な傾向が見られる。 
しかし、実施件数が少ないため、業種別での入札結果の検証が難しく、 

予定価格事後公表の影響を把握することが困難であることから、引き続き 
検証を重ねることが望ましい。また、予定価格等の情報漏えいを未然に防 

止するための情報管理についても、徹底して実施していくことが必要であ 

ると考える。 

 
○小川契約課長  いただきました審議結果は、後日、市長に報告いたします。本日は長時

間にわたり慎重審議をいただき、まことにありがとうございました。 
 

以 上 
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平成２３年度第２回千葉市入札適正化・苦情検討委員会議事録署名人 
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